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 「目黒区環境基本計画」に掲げた５つの基本方針に沿って、２０２２（令和４）年度に実施し

た主な環境保全施策の内容について報告します。 

 

 

 

 

〔将来像〕 

一人ひとりが省エネルギーを中心に、できることから地球温暖化対策に取り組むとともに、

エネルギーを効率よく生み出し、賢く利用する最先端の技術を暮らしに取り入れることで、快

適な都市生活を享受しつつ、エネルギーを無駄なく効率的に利用し、温室効果ガス（二酸化炭

素）排出量を大幅に削減した省エネのまちを実現します。 
 

〔取組方針〕 

こうした将来像を目標に、エネルギーを大量に消費する社会から、環境にやさしいライフ

スタイルや事業活動への転換に取り組むとともに、エネルギーを賢く使う住環境の整備を進め

ていきます。 

 

  

（イラストはイメージです） 

地球温暖化対策を推進する 

基本方針１ 省エネのまちづくり 

第２章 環境保全施策の推進 
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指標の評価 

：目標値を達成   ：目標値に近づいている   ：目標値に近づいていない  －：現状値を把握していない 

指標項目 基準年度 
基準年度末 
時点実績値 

２０２２ 
（令和４） 

年度末実績値 
目標 評価 

成果指標      

 省エネ行動に取り組んで
いる人の割合※１ 

２０１６ ８１.７％ ８１.０％ 増加 
 

関係計画に基づく成果指標      

 

二酸化炭素排出量※３ ２０１０ 
１,０８７ 
千ｔ-ＣＯ２  

９５６ 
千ｔ-ＣＯ２ 

（２０２０《令和２》 

年度実績値）※４ 

２０１０（平成２２）年度 

を基準とし、区域全体 

で２０１４（平成２６）～

２０２０（令和２）年度の

間に毎年度１％以上、 

２０２０（令和２）年度に

おいて７%以上削減 

 

 

エネルギー消費量 ２０１０ 
１３,２１５ 

ＴＪ 

１０,５８５ 
ＴＪ 

（２０２０《令和２》 

年度実績値）※４ 
 

取組点検項目      

 「めぐろ笑
しょう

エネトライ」 
参加件数（☆） 

２０１５ ３１件 ― ―※５ ― 

 めぐろグリーンアクショ
ンプログラム（事業所版）
参加件数（☆） 

２０１０ ２３件 ２２件 増加 
 

 住宅用再生可能エネルギ
ー及び省エネルギー設備
設置費助成件数（☆） 

２０１０ １４０件 １３５件 増加 
 

 
街路灯のＬＥＤ化 ２０１７ ７３２基 ７１４基 推進 

 
 
環境配慮型の道路整備 ２０１７ 

保水性舗装※６ 

遮熱性舗装 

１０,１２２㎡ 

遮熱性舗装 
１,４４６㎡ 

推進 
 

※１ Ｐ８１、８２の区民に対する『環境に関するアンケート』の「２．環境にやさしい行動の取組状況について」の問７の★

１マークの項目の集計結果の平均値から算出。 

※２ Ｐ７１「標本誤差について」により、数値の増減は誤差の範囲内のため、評価は「目標に近づいている」とした。 

※３ 「目黒区地球温暖化対策地域推進計画（第二次計画）」では、「地球温暖化対策推進法」の対象である温室効果ガス    

（７種類）のうち、区の排出量の９６％以上を占める「二酸化炭素」が対象。 

※４ 出典：オール東京６２市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」・２０２３（令和５）年３月発行 

「特別区の温室効果ガス排出量〈１９９０《平成２》～２０２０《令和２》年度〉」 

※５ 「めぐろ笑
しょう

エネトライ」は２０２０（令和２）年度で事業終了。 

※６ 保水性舗装は２０２０（令和２）年度で完了。 

 

２０１７（平成２９）～２０２２（令和４）年度の成果と課題 

⚫ 二酸化炭素排出量は、基準年度である２０１０（平成２２）年度末実績値に対して、２０２

２（令和４）年度末実績値では１２.１％減少、エネルギー消費量は１９.９％減少しており、

現行計画の目標を達成しています。 

⚫ 住宅用再生可能エネルギー及び省エネルギー設備設置費助成等をきっかけに低炭素ライフス

タイルへの転換は着実に進んでおり、区民の省エネルギー行動は定着してきているものの、

国や都の削減目標と同等の目標設定を目指すに当たり、より削減効果の高い取組を検証し、

対策の強化が求められています。 

⚫ 保水性舗装は２０２０（令和２）年に完了し、遮熱性舗装に着手する等、気候変動に適応し

た道路整備は着実に進んでいます。今後は、災害に強いまちづくり（気候変動×防災）の

推進についても、求められています。 

※2 
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施策の目標 1-1  低炭素のライフスタイルへの転換   

 

施策の進め方  

区域の大部分が住宅地で占められている目黒区において、地球温暖化対策を進めるには、

こまめに節電する、公共交通機関や自転車を利用する、自動車を運転するときはエコドライ

ブを心がけるなど、区民が日常のライフスタイルの中で具体的にできることを行動に移し、

ライフスタイルを転換していくことが重要です。 

 区内にオフィスや店舗を構える事業所においても、そこで働く一人ひとりが日常の事業活

動の中で省エネルギー行動を推進していくことが大切です。 

 このため、区では、区民、事業者に向けて、低炭素のライフスタイル、事業活動の実践に

つながる普及啓発、支援を進めていきます。 

 

●省エネ・節電行動の推進 

区報や区ホームページにて、省エネ行動を推進するための取組

例や、様々な助成制度の案内を紹介しました。 

また、区では、国が推進している地球温暖化対策のための国民

運動「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ」に賛同し、一人ひとりのライフス

タイルの転換を促す取組の周知に努めました。 

 

 

●「めぐろスマートライフ」での情報発信 

区では、エコライフめぐろ推進協会と連携・協力し、ホームページ「めぐろスマートライフ」

を公開しています。このホームページは、より快適で便利な、思わずトライしたくなるような

アイデアやコツなどの情報を発信し、めぐろスマートライフ（環境にやさしい行動を賢く選択

できる暮らし方）を実践していくことで、低炭素社会の実現を目指すものです。一方的な情報

提供だけでなく、区民からもアイデアや体験談を募集し、双方向の発信を目指しています。 

２０２２（令和４）年度は、料理レシピのコミュニティウェブサイト「クックパッド」に

「スマートライフレシピ」の一部を掲載しました。また、目黒区子育て支援課が運営する

「めぐろ子育てホッとナビ」、環境省の「プラスチックスマート」、東京都環境局の「チーム

もったいない」にめぐろスマートライフの情報を継続的に掲載する等、めぐろスマートライ

フの幅広い周知に努めました。 

  

＜めぐろスマートライフ ロゴ＞ 

＜ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ 1 回で 

受け取りませんかキャンペーンロゴ＞ 
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●エコドライブの普及促進 

環境に配慮した運転の普及啓発を図るため、区ホームペ

ージに、「エコドライブ」の記事を掲載し、ふんわりアクセ

ル「ｅスタート」や、早めのアクセルオフなどの「エコド

ライブ１０のすすめ」を紹介しました。 

 

 

●目黒区地球温暖化対策地域推進計画（第二次計画）の推進 

「目黒区地球温暖化対策地域推進計画（第二次計画）」では、将来像を「みんなでつくる み

どりと省エネのまち めぐろ」と設定し、二酸化炭素排出量・エネルギー消費量
1
の削減目標

を定め、区民、事業者、区が一体となって削減目標達成に向けた取組を、「目黒区地球温暖化

対策地域協議会」とともに推進しています。 

「目黒区地球温暖化対策地域協議会」を１１月に開催しました。また、下表に示す事業を行

いました。 

 

   
※四捨五入の関係から合計が一致しない場合があります。 

 

出典：「特別区の温室効果ガス排出量〈１９９０《平成 2》～２０２０《令和２》年度〉」オール東京６２市区町村共同 

事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」・２０２３（令和５）年３月発行 

 

 

＜地球温暖化対策の推進に関する主な取組＞ 

① 住宅用再生可能エネルギー 

及び省エネルギー設備設置費助成 

太陽光発電システム、家庭用燃料電池システム、家庭用蓄電システム、

ＨＥＭＳ（家庭用エネルギー管理システム）などの導入を支援した。 

②「めぐろエコの森」の維持管理 
自然萌芽する中低木と高木を適切な配置で選択のうえ育成しなが

ら、植栽木と選定木の育成に支障となる雑草等の刈り払いを行った。 

③ 地球温暖化対策啓発事業 区報や区ホームページなどによる啓発を実施した。 

 
1 ２０１０（平成２２）年度を基準とし、区域全体で２０１４（平成２６）～２０２０（令和２）年度の計画期間に、二酸化炭素排

出量・エネルギー消費量を毎年度１％以上、計画最終年度（２０２０《令和２》年度）において７％以上削減する。 

1,087
1,118

1,187

1,179
1,109

1,105
1,048

1,061
1,010

975
956

38 42
47 59

64 72 77 87 90 94 98

1,1261,160

1,233
1,238

1,1731,1761,1251,1481,1011,0701,055

0

500

1,000

1,500

2,000

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

（1,000t-CO2eq）

（年度）

二酸化炭素 その他５種

＜二酸化炭素排出量の部門別推移＞ 

＜エコドライブ１０のすすめ＞ 

 

＜温室効果ガス排出量の推移＞ 

410 441 484 478 453 435 432 444 421 408 427

404 416
458 454 419 401 390 386 367 350 324

174 166
158 152

153 185 142 142 136 132 122

97 94
87 95 84 83

84 87 87 85 83

1,0871,118
1,1871,179

1,1091,105
1,0481,0611,010 975

956

0

500

1,000

1,500

2,000

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

（1,000t-CO2eq）

（年度）

民生部門（家庭） 民生部門（業務）

運輸部門（自動車） その他部門
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●未就学児や小学校の低学年向けの地球温暖化対策の普及啓発 

未就学児や小学校の低学年向けの地球温暖化対策の啓発絵

本「しろくまフロートくんのおねがい」を、総合庁舎にて配布

しました。 

絵本は、図書館で借りることや、区ホームページで電子書

籍版を読むこともできます。 

 

 

 

●環境に配慮した事業活動の支援 

太陽光発電の導入やエコカーの購入など、環境に配慮した設備を積極的に導入するよう、中

小企業者を対象とした融資あっせんに優遇利率を適用しています。 

融資あっせん実績は、太陽光発電１件、低公害車４件でした。 

 

 

◇２０２３（令和５）年度に実施する主な施策の内容 

・２０２３（令和５）年３月に改定した「目黒区環境基本計画」に掲げる重点プロジェクトとし

て事業の見直しを行い、２０５０（令和３２）年ゼロカーボンシティの実現に向けた取組を

加速させます。 

・継続して、環境への負荷の少ない商品の購入などに関する普及・啓発を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

エコドライブとは、燃料消費量やＣＯ２排出量を減らし、地球温暖化防止につなげ

る”運転技術”や”心がけ”といった、誰にでも今すぐに始めることができるアクシ

ョンです。できることから、はじめてみましょう、エコドライブ。 

ぺんごろうじいさんからの一言 

エコドライブ１０のすすめ 

タイヤの空気圧から始める点検・ 
整備、自分の燃費を把握しよう 

❶ 自分の燃費を把握しよう 

❷ ふんわりアクセル「ｅスタート」 

❸ 車間距離にゆとりをもって、加速・減速の少ない運転 

❹ 減速時は早めにアクセルを離そう 

❺ エアコンの使用は適切に 

❻ ムダなアイドリングはやめよう 

❼ 渋滞を避け、余裕をもって出発しよう 

❽ タイヤの空気圧から始める点検・整備 

❾ 不要な荷物はおろそう 

❿ 走行の妨げとなる駐車はやめよう 

「エコドライブ普及推進協議会」ホームページ 〔ＵＲＬ〕http://www.ecodrive.jp/ ＷＥＢ 

内容紹介 

＜しろくまフロートくんのおねがい＞ 
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トピックス 

脱炭素に向けた国内の動き 

２０１５（平成２７）年のパリ協定では、世界的な平均気温上昇を産業革命以前に比べ

て２℃より十分低く保つ（２℃目標）とともに、１.５℃に抑える努力を追求すること（１.

５℃目標）が世界的に合意されましたが、２℃目標では不十分として、２０２１（令和３）

年１０月、１１月に開催されたＣＯＰ２６において、１.５℃以内に抑える努力を追求して

いくこと、１.５℃目標を達成するため、世界全体の二酸化炭素排出量を２０３０（令和１

２）年までに２０１０（平成２２）年比で４５％削減すること、今世紀半ばには実質ゼロ

にすることなどが合意されました。こうした国際動向を踏まえ、国、東京都でも様々な取

組を展開しています。 

 

 

２０２１（令和３）年５月に、２０５０（令

和３２）年までの脱炭素社会の実現が基本理

念として法に位置付けられました。 

改正法案をうけ、２０２１（令和３）年  

１０月に閣議決定された国の新たな「地球温

暖化対策計画」では、温室効果ガスの削減目

標が引き上げられ、「２０３０（令和１２）年

度に、温室効果ガスを２０１３（平成２５）

年度から４６％削減することを目指す。さら

に、５０％の高みに向け、挑戦を続けてい

く。」ことが新たな目標に掲げられました。 

 

東京都は、２０５０（令和３２）年に CO2

排出実質ゼロに貢献する「ゼロエミッション

東京」を実現することを宣言し、その実現に

向けた取組やロードマップをまとめた「ゼロ

エミッション東京戦略」を２０１９（令和元）

年１２月に策定、翌年度の２０２１（令和３）

年３月に「ゼロエミッション東京戦略 ２０２

０ Ｕｐｄａｔｅ ＆ Ｒｅｐｏｒｔ」を公表し

ました。２０２２（令和４）年９月に新築建

物を対象とした太陽光パネルの設置義務化な

どを含めた「環境基本計画」を策定、同年１

２月に義務化に関する条例が成立しました。 

目黒区では、２０２２（令和４）年２月に、２０５０（令和３２）年のゼロカーボンシ

ティ実現を目指すことを表明し、２０２３（令和５）年３月に改定した環境基本計画にお

いて具体的なロードマップを示し、CO2排出実質ゼロに向けた取組を区民、事業者、区の

３つの取組主体に分けてプロジェクトを設定し、強力に推進していくこととしました。 

日本の動き：地球温暖化対策の推進に関する法律の改正 

東京都・目黒区の動き：脱炭素社会実現に向けた取組 

＜目黒区・ゼロカーボンシティ表明＞ 

出典：環境省ホームページ 
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施策の目標 1-2  エネルギーを賢く使う暮らしの創造 

 

施策の進め方  

温室効果ガス（二酸化炭素）排出量を大幅に削減していくためには、区民、事業者が省エ

ネルギー行動を進めると同時に、建物や設備の面からも省エネルギー化を進めることが重要

です。 

このため、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）
2
 やネット・ゼロ・エネルギー・ 

ビル（ＺＥＢ）
3
 を視野に入れ、家庭や事業所における太陽光発電等の再生可能エネルギー 

の導入、省エネルギー機器の普及を図るとともに、公共施設においても再生可能エネルギー

や省エネルギー設備の導入、外断熱化等、建物の省エネルギー性能の向上に取り組みます。 

 

●再生可能エネルギーや省エネルギー設備等の導入促進 

太陽光発電システムなどの設置費を助成することで、家庭における再生可能エネルギーの普

及を図りました。 

２０２２（令和４）年度の助成件数は、太陽光発電システムが３６件、家庭用燃料電池    

システムが７件、家庭用蓄電システムが３９件、ＣＯ２冷媒ヒートポンプ給湯器が７件、ＨＥＭ

Ｓ（家庭用エネルギー管理システム）が２２件、マンション共用部ＬＥＤ照明が７件、エコ住

宅（東京ゼロエミ住宅及びネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ））が１７件でした。 

 
 

●公共施設の低炭素化の推進 

省エネルギーに配慮した施設の整備を推進す

るため、区はこれまでに区有施設の改修・改築に

合わせて、ＬＥＤ照明を導入してきました。 

また、交換時期にあわせてＬＥＤの街路灯を

７１４基設置し、合計で９,２２６基になりまし

た。 

 

 

 

◇２０２３（令和５）年度に実施する主な施策の内容 

・家庭への再生可能エネルギーや省エネルギー設備などの導入を促進させるため、設備費の

助成について、助成額や対象設備の追加を行います。 

・「目黒区地球温暖化対策推進第三次実行計画（めぐろ エコ・プランⅢ）」に基づき、区の事

務事業に伴って排出される温室効果ガスの削減や環境負荷の低減に向けた取組を推進しま

す。 

 
2 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）：住宅の高断熱化と高効率設備により、快適な室内環境と大幅な省エネルギーを同

時に実現した上で、太陽光発電などによってエネルギーを創り、年間に消費する正味（ネット）のエネルギー量が概ねゼロとなる

住宅のこと。 
3 ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ＺＥＢ）：建築構造や設備の省エネルギー、再生可能エネルギー・未利用エネルギーの活用、

地域内でのエネルギーの面的（相互）利用の対策をうまく組み合わせることにより、エネルギーを自給自足し、化石燃料などから

得られるエネルギー消費量がゼロ、あるいは、概ねゼロ、となる建築物のこと。 

＜LED 街路灯設置台数＞ 
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トピックス 
 

 

 

 

 

  

エコ住宅（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス等） 

区では、家庭での省エネルギー行動を

促進するとともに、建物・設備の面から

も省エネルギー化を進め、脱炭素社会形

成に向けた住環境整備を展開していくた

め、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス

（ＺＥＨ）の普及啓発を進めています。

また２０１９（令和元）年度から都が取

り組んでいる東京ゼロエミ住宅について

も普及啓発を進めています。 

 

ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）とは、高断熱でエネルギーを極力必要

としない（夏は涼しく、冬は暖かい住宅）、高性能設備でエネルギーを上手に使う、エネ

ルギーを創る、という要素を持った住宅のことです。 

 

ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）のメリットとして、以下のようなもの

があげられます。 

 

ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）のメリット 

（1）経済性 

高い断熱性能や高効率設備の利用により、月々の光熱費を安く抑えることができま

す。さらに、太陽光発電等の創エネについて売電を行った場合は収入を得ることができ

ます。 

 

（2）快適・健康性 

高断熱の家は、室温を一定に保ちやすいので、夏は涼しく、冬は暖かい、快適な生活

が送れます。さらに、冬は、効率的に家全体を暖められるので、急激な温度変化による

ヒートショックによる心筋梗塞等の事故を防ぐ効果もあります。 

 

（3）レジリエンス 

台風や地震等、災害の発生に伴う停電時においても、太陽光発電や蓄電池を活用すれ

ば電気が使うことができ、非常時でも安心な生活を送ることができます。 

 

区では、地球温暖化対策を推進し、家庭部門の二酸化炭素排出量を削減するための取

組のひとつとして、太陽光発電システム等の住宅用再生可能エネルギー・省エネルギー

設備の設置費の一部を助成しています。 

 

詳しくは、区ホームページをご覧ください。 

 
トップページ ＞ くらし・手続き ＞ 自然・環境・ごみ ＞ 地球温暖化対策 ＞ 
住宅用再生可能エネルギー及び省エネルギー設備設置費の一部を助成します 

＜ＺＥＨのイメージ＞ 

出典：資源エネルギー庁ホームページ 

 ＷＥＢ 
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＜遮熱性舗装した道路＞ 

施策の目標 1-３  気候変動への適応策の推進 

 

施策の進め方  

温室効果ガスの削減を進めても世界の平均気温は上昇し、２１世紀末に向けて、気候変動

の影響のリスクが高くなると予測されています。気候変動の影響に対処するため、温室効果

ガスの排出の抑制等を行う「緩和」に加え、すでに現れている影響や中長期的に避けられな

い影響に対して「適応」を進めることが求められています。 

また、区内では、ヒートアイランド現象による気温上昇の影響もみられ、熱帯夜が増加傾

向にあるほか、集中豪雨との関連性も指摘されています。 

これらの影響に対する適応策として、熱中症・感染症予防対策に関する普及啓発、ヒート

アイランド現象及び都市型水害への対策を推進していきます。 

 

●ヒートアイランド現象への対策（環境配慮型の道路整備） 

ヒートアイランド対策の一環として、

環境配慮型の道路整備を行っており、 

２０２０（令和２）年度に、目黒川沿い

のエリアにおいて保水性舗装の整備が

完了しました。 

２０２２（令和４）年度は、遮熱性舗

装を１,４４６㎡整備し、環境配慮型の 

道路整備を行いました。 

 

●ヒートアイランド現象への対策（緑化の推進） 

緑化は、ヒートアイランド対策や地球温暖化対策に大

きな効果があります。「目黒区みどりの条例」に基づく

緑化や緑化に対する助成を行うなど、ヒートアイランド

対策としての緑化を進めました。公共施設では、東根住

区センター児童館などにおいて緑化を行いました。 

 

 

 

●ヒートアイランド現象への対策（打ち水等） 

暑い夏を自宅で涼やかに過ごすため、「お家 de 打ち

水」の実践を呼びかけました。 

また、打ち水を実施した様子を写真に撮り、目黒区エ

コプラザに持参してくれた方には「打ち水手ぬぐい」を

プレゼントし、その写真をイラストに貼り付け「打ち水

の木」として掲示しました。 

 

＜みどりのカーテン＞ 

＜打ち水の木＞ 
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●熱中症・感染症予防対策に関する普及啓発等 

区では、区報や区ホームページ等を通じて、熱中症予防や熱中症警戒アラートの周知及び啓

発・感染症予防対策に関する普及啓発に努めました。 

また、高齢者の熱中症対策事業の一環として、区の施設（高齢者センター１か所、老人いこ

いの家２４か所）を「涼み処」として開放しました。日中を涼しく過ごし、水分補給ができる

「涼み処」の設置によって、熱中症の予防を推進しました。 

 

●都市型水害への対策 

「目黒区豪雨対策計画」に基づき、雨水の地下への浸

透を進め、都市型水害を解消するために、流域対策とし

て、３か所の雨水浸透桝の整備、歩道や公園における透

水性舗装整備を実施しました。さらに、雨水流出抑制施

設の整備を図るため、「雨水流出抑制施設設置に関する

指導要綱」に基づく事業者との協議や「雨水流出抑制施

設等設置助成要綱」に基づく個人に対する助成を行いま

した。 

 

 

 

 

 

◇２０２３（令和５）年度に実施する主な施策の内容 

・「目黒区みどりの条例」に基づき、公共施設の緑化を推進します。 

・道路沿いの緑化や建築物の屋上・壁面などの緑化に対して、助成を実施します。 

・区報、区ホームページにおいて熱中症対策情報を掲載し、区民に周知・啓発を行います。 

・都市型水害への対策のために、雨水流出抑制施設の整備の促進を図ります。 

・「目黒区豪雨対策計画」に基づき、透水性舗装や雨水浸透桝などを整備します。 

・個人宅の雨水流出抑制施設等設置費用の一部助成を行います。 

 

＜敷地内の雨水浸透トレンチ＞ ＜敷地内の雨水浸透桝＞ 

＜駒場野公園 雨水タンク＞ 

２０２０（令和２）年度 啓発のため設置 


